
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例

（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
（
社
会
福
祉
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

社
会
福
祉
法
の
改
正
に
伴
い
、
無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
と
と
も
に
、
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
の
条
例
の
全
部
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

設
備
の
基
準 

（
例
一
）
居
室
、
炊
事
設
備
、
洗
面
所
、
便
所
、
浴
室
、
洗
濯
室
又
は
洗
濯
場
を
設
け

る
こ
と 

（
例
二
）
一
の
居
室
の
床
面
積
は
七
・
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と 

㈡ 

運
営
の
基
準 

（
例
一
）
非
常
災
害
対
策
と
し
て
、
必
要
な
物
資
の
備
蓄
に
努
め
る
こ
と 

（
例
二
）
本
体
と
な
る
施
設
と
一
体
的
に
運
営
さ
れ
る
附
属
施
設
で
あ
る
サ
テ
ラ
イ
ト

型
住
居
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と 

㈢ 

規
定
の
整
備 

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
伴
う
規
定
の
整

備 

三 

施
行
期
日
等 

㈠ 

施
行
期
日 

令
和
二
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
住
居
に
係
る
規
定
は
令
和
四
年
四
月

一
日 

㈡ 

経
過
措
置 

ア 

本
条
例
施
行
の
際
現
に
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
建
物
に
つ
い
て
は
、
居
室
の
扉
、

出
入
口
等
に
係
る
基
準
は
、
三
年
間
適
用
し
な
い
。 

イ 

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
に
事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
建
物
の
居
室
に
つ
い
て
は
、

改
善
計
画
を
知
事
と
協
議
の
上
作
成
す
る
等
を
条
件
と
し
て
、
当
分
の
間
、
居
室
の
床
面

積
を
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

ウ 

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
に
事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
建
物
の
居
室
に
つ
い
て

は
、
居
住
し
て
い
る
者
の
住
居
等
の
確
保
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
知
事
が
認
め

る
と
き
は
、
当
該
お
そ
れ
の
あ
る
間
、
居
室
の
床
面
積
を
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

七
・
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


